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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　第１の通信方式により無線通信を行う第１通信手段と、
　前記第１の通信方式と異なる第２の通信方式により無線通信を行う第２通信手段と、
　前記第２の通信方式により接続するためのメッセージを、前記第１通信手段による通信
を用いて他の通信装置と共有する共有手段と、
　前記共有手段による前記メッセージの共有の後の前記第２通信手段による前記他の通信
装置との無線通信を介して実行したサービスが完了するのに応じて、前記第２通信手段に
よる前記他の通信装置との接続を、前記サービスが完了した後にユーザからの切断指示を
受け付けることなく切断する切断手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記共有手段によりに共有される前記メッセージには、前記第２の通信方式の通信を伴
って実行するサービスを特定するためのサービス情報が含まれており、
　前記サービス情報により特定されるサービスが第１サービスである場合、前記切断手段
は、前記第１サービスの実行が完了するのに応じて、前記第２通信手段による前記他の通
信装置との接続を切断し、
　前記通信装置は、前記サービス情報により特定されるサービスが第２サービスである場
合、前記第２通信手段による前記他の通信装置との接続を、前記第２サービスの実行が完
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了しても維持することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記共有手段による前記メッセージの共有の後の前記第２通信手段による前記他の通信
装置との無線通信を介して実行するサービスの内容を判定する判定手段を有し、
　前記切断手段は、前記判定手段による判定の結果に基づいて、前記共有手段による前記
メッセージの共有の後の前記第２通信手段による前記他の通信装置との無線通信を介して
実行したサービスが完了するのに応じて、前記第２通信手段による前記他の通信装置との
接続を切断することを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記切断手段は、前記共有手段による前記メッセージの共有の後の前記第２通信手段に
よる前記他の通信装置との無線通信を介して実行したサービスがパラメータ設定サービス
である場合は、当該パラメータ設定サービスが完了しても前記第２通信手段による前記他
の通信装置との接続を切断しないことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の
通信装置。
【請求項５】
　前記切断手段によって前記第２通信手段による前記他の通信装置との接続を切断した後
、前記第２通信手段を、前記第２通信手段による前記他の通信装置との接続の前の状態へ
復帰させる復帰手段を有することを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載の通信
装置。
【請求項６】
　前記復帰手段によって復帰する状態は、省電力動作モードの状態またはアクセスポイン
トと接続する状態であることを特徴とする請求項５に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記復帰手段によって復帰する状態は、デフォルトの接続先へ接続する状態であること
を特徴とする請求項５に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記第１の通信方式は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
）またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）であることを特徴とする請求項１乃至７の何れ
か１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記第２の通信方式は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠した無線ＬＡＮまたはＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）であることを特徴とする請求項１乃至８の何れか１項に記
載の通信装置。
【請求項１０】
　前記メッセージは、ハンドオーバリクエストメッセージであることを特徴とする請求項
１乃至９の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記共有手段は、前記メッセージを前記他の通信装置に送信することで前記メッセージ
を前記他の通信装置と共有する請求項１乃至１０の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記メッセージは、前記第２の通信方式により接続するための接続パラメータを要求す
るためのメッセージであることを特徴とする請求項１乃至１１の何れか一項に記載の通信
装置。
【請求項１３】
　前記接続パラメータは、ＳＳＩＤ、暗号鍵、暗号方式、認証鍵、認証方式、ＭＡＣアド
レスの少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１２に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記メッセージには、前記第２の通信方式を示す情報と前記サービスの情報とが含まれ
ることを特徴とする請求項１乃至１３の何れか一項に記載の通信装置。
【請求項１５】
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　前記第１サービスは、印刷サービス、画像送信サービス、動画再生サービスまたはスキ
ャンサービスであることを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記第２サービスは、前記第２の通信方式により接続するための接続パラメータを設定
するためのパラメータ設定サービスであることを特徴とする請求項２または１５に記載の
通信装置。
【請求項１７】
　前記通信装置が実行するサービスが決定している状態の際に前記第１通信手段により前
記他の通信装置と接続した場合、前記共有手段は、前記サービス情報が含まれる前記メッ
セージを送信することで前記メッセージを前記他の通信装置と共有し、
　前記通信装置が実行するサービスが決定している状態の際に前記第１通信手段により前
記他の通信装置と接続した場合、前記共有手段は、前記サービス情報が含まれない前記メ
ッセージを送信することで前記メッセージを前記他の通信装置と共有することを特徴とす
る請求項２に記載の通信装置。
【請求項１８】
　前記サービス情報が含まれない前記メッセージを送信することで前記メッセージを前記
他の通信装置と前記共有手段により共有した場合、前記共有手段による前記メッセージの
共有の後の前記第２通信手段による前記他の通信装置との無線通信において、サービスデ
ィスカバリーを行うことを特徴とする請求項１７に記載の通信装置。
【請求項１９】
　前記通信装置は、プリンタであり、
　前記切断手段は、前記サービスとして印刷サービスを実行する場合、前記第２通信手段
による前記他の通信装置との無線通信を介して受信した画像データの印刷が完了したこと
とに応じて、前記第２通信手段による前記他の通信装置との接続を切断することを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項２０】
　第１の通信方式により無線通信を行う第１通信手段と、前記第１の通信方式と異なる第
２の通信方式により無線通信を行う第２通信手段と、を有する通信装置の制御方法であっ
て、
　前記第２の通信方式により接続するためのメッセージを、前記第１通信手段による通信
を用いて他の通信装置と共有する共有工程と、
　前記共有工程における前記メッセージの共有の後の前記第２通信手段による前記他の通
信装置との無線通信を介して実行したサービスが完了するのに応じて、前記第２通信手段
による前記他の通信装置との接続を、前記サービスが完了した後にユーザからの切断指示
を受け付けることなく切断する切断工程と、
を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項２１】
　請求項１乃至１９の何れか一項に記載の通信装置として、コンピュータを動作させるた
めのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を行う通信装置、通信装置の制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機等においては、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ）、ＩｒＤＡ（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）、Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒＪｅｔ（登録商標）などの近接無線通信が利用され始めている。この技術を
用いると、ユーザは装置同士を近づけるといった簡単な操作を行うだけで、近接無線通信
により装置間でデータの送受信を行うことができる。また、このような近接無線通信から
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無線ＬＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズ）やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の異
なる無線通信方式に切り替える技術がある（特許文献１）。この技術はハンドオーバと呼
ばれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１９３４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のハンドオーバでは、例えばＮＦＣによる無線通信から無線ＬＡＮの通信に切り替
わった後、データの送受信等の無線ＬＡＮを使った所定の処理が終了した後も、無線ＬＡ
Ｎの接続は維持されたままであった。
【０００５】
　このため、例えば一時的に無線ＬＡＮを使ってデータを送信したいといったユースケー
スにおいても、そのデータ送信が終了したにも関わらず、無駄に無線ＬＡＮの接続が維持
されてしまっていた。
【０００６】
　そこで本発明は、このような問題に対してなされた発明であって、ハンドオーバ後に実
行すべき所定の処理が終了した後に、通信路の接続を適切に制御することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の通信装置は、第１の通信方式により他の通信装置
と無線通信を行う第１通信手段と、前記第１の通信方式と異なる第２の通信方式により前
記他の通信装置と無線通信を行う第２通信手段と、前記第２通信手段による無線通信によ
って前記他の通信装置と接続するための接続パラメータを要求するためのメッセージを、
前記第１通信手段を用いて送信する送信手段と、前記接続パラメータを用いた前記第２通
信手段による無線通信を介して実行したサービスが完了するのに応じて、前記第２通信手
段による無線の接続を、前記サービスが完了した後にユーザからの切断指示を受け付ける
ことなく切断する切断手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ハンドオーバ後に実行すべき所定の処理が終了した後に、通信路の接
続を適切に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係るシステム構成を例示する図。
【図２】実施形態に係る通信装置（デジタルカメラ）のハードウェア構成の一例を示す図
。
【図３】実施形態に係る通信装置（プリンタ）のハードウェア構成の一例を示す図。
【図４】実施形態に係る通信装置（デジタルカメラ）の機能ブロック構成の一例を示す図
。
【図５】実施形態に係る通信装置（プリンタ）の機能ブロック構成の一例を示す図。
【図６】第一の実施形態における通信装置（デジタルカメラ）の動作フローを説明する図
。
【図７】第一の実施形態における通信装置（プリンタ）の動作フローを説明する図。
【図８】第一の実施形態におけるデジタルカメラ、プリンタ間の通信シーケンスを例示的
に説明する図。
【図９】第二の実施形態における通信装置（デジタルカメラ）の動作フローを説明する図
。
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【図１０】第二の実施形態における通信装置（プリンタ）の動作フローを説明する図。
【図１１】第二の実施形態におけるデジタルカメラ、プリンタ間の通信シーケンスを例示
的に説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態に係る通信装置、通信システムについて、図面を参照しながら詳細に
説明する。図１は、以下に説明する本実施形態において想定するシステム１００の機器構
成の図である。１０１および１０２は本発明に係る通信装置で、本実施形態においてそれ
ぞれ１０１はデジタルカメラ、１０２はプリンタである。デジタルカメラ１０１とプリン
タ１０２は、ＮＦＣ通信１０３および無線ＬＡＮ通信１０４を用いてお互いに通信が可能
である。
【００１１】
　続いて、図２はデジタルカメラ１０１のハードウェア構成の一例を示す図である。
【００１２】
　デジタルカメラ１０１は、表示部２０１、操作部２０２、記憶部２０３、電源部２０４
、撮影部２０５、制御部２０６、ＲＯＭ２０７、ＲＡＭ２０８、無線ＬＡＮ通信部２０９
、ＮＦＣ通信部２１０を備える。
【００１３】
　表示部２０１は、例えばＬＣＤやＬＥＤにより構成され、視覚で認知可能な情報の出力
する機能を有し、アプリケーションに係るＵＩの表示を行う。操作部２０２は、ユーザが
各種入力等を行い、デジタルカメラ１０１を操作するための機能を有する。記憶部２０３
は、例えば、ＨＤＤにより構成され、無線通信ネットワークに関する情報、データの送受
信に関する情報、画像データなど各種データを記憶し、管理する。電源部２０４は、例え
ばバッテリであり、装置全体を動作させるための電源を保持し、各ハードウェアに電力を
供給する。撮影部２０５は、撮像素子、レンズ等により構成され、写真や動画の撮影を行
う。制御部２０６は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）であり、デジタルカメラ１０１の各構成要素の動作を制御する。ＲＯＭ２０７は、制御
命令つまりプログラムを格納し、後述する各種動作は、ＲＯＭ３０７に記憶された制御プ
ログラムを制御部２０６が実行することにより実現される。ＲＡＭ２０８は、プログラム
を実行する際のワークメモリやデータの一時保存などに利用される。２０９は、無線ＬＡ
Ｎ通信１０４を行う無線ＬＡＮ通信部である。無線ＬＡＮ通信部２０９は、ＩＥＥＥ８０
２．１１シリーズに準拠した無線通信を行う。なお、本実施例では、無線ＬＡＮ通信部２
０９は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠した無線通信を行うものとしたが、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の他の通信方式を用いてもよい。２１０は、ＮＦＣ通信１０
３を行うＮＦＣ通信部である。ＮＦＣ通信部２１０は、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）に準拠した無線通信を行う。また、ＮＦＣ通信部２１０は
、通信範囲内に通信可能な装置を検出すると自動的にＮＦＣ通信１０３を確立する。なお
、ＮＦＣ通信部２１０は、ＮＦＣに準拠した無線通信を行うものとしたが、無線ＬＡＮ通
信部２０９が用いる通信方式より、通信距離が短いその他の通信方式であってもよい。ま
た、ＮＦＣ通信部２１０は、無線ＬＡＮ通信部２０９が用いる通信方式より、通信速度が
遅いその他の通信方式であってもよい。
【００１４】
　続いて、図３はプリンタ１０２のハードウェア構成の一例を示す図である。プリンタ１
０２は、デジタルカメラ１０１の撮影部２０５の変わりに印刷処理部３１０を備える。印
刷処理部３１０は記憶部３０３に記憶されたイメージデータを印刷する。その他の構成部
位については、デジタルカメラ１０１と同一であるため、ここでは記載を省略する。
【００１５】
　次に図４、図５を参照して、デジタルカメラ１０１、プリンタ１０２の機能ブロック図
を説明する。本実施形態において、デジタルカメラ１０１、プリンタ１０２の機能ブロッ
クは、それぞれＲＯＭ２０７、ＲＯＭ３０７にプログラムとして記憶され、制御部２０６
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、制御部３０５によって当該プログラムが実行されることによりその機能が実施される。
制御部２０６、２０７は、制御プログラムにしたがって、各ハードウェアの制御、および
、情報の演算や加工を行うことで各機能が実現される。なお、本機能ブロックに含まれる
一部または全部がハードウェア化されていてもよい。この場合、各機能ブロックに含まれ
る一部または全部は、例えばＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）により構成される。
【００１６】
　図４はデジタルカメラ１０１の機能ブロック図（４００）である。デジタルカメラ１０
１は、無線ＬＡＮ通信制御部４１０、ＮＦＣ通信制御部４２０、サービス実行部４３０を
備える。
【００１７】
　無線ＬＡＮ通信制御部４１０は、無線ＬＡＮ通信部２０９を介した無線ＬＡＮ通信を制
御する処理部である。また無線ＬＡＮ通信制御部４１０は、無線ＬＡＮの端末として動作
するＳｔａｔｉｏｎ機能と、無線ＬＡＮの基地局として動作するＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐ
ｏｉｎｔ）機能を備える。ＮＦＣ通信制御部４２０はＮＦＣ通信部２１０を介したＮＦＣ
通信を制御する処理部である。サービス実行部４３０は、デジタルカメラ１０１が無線Ｌ
ＡＮ通信制御部４１０を用いて実行できる外部機器のサービス情報を管理し、サービスを
実行する処理部である。サービス実行部４３０では、サービスの識別子やそれに対応する
サービスの実行手順、サービスのオプション情報などをサービス情報として管理する。な
お本実施例のデジタルカメラ１０１は「印刷サービスＡ」「印刷サービスＢ」という２種
類のサービスが実行可能であるものとする。
【００１８】
　図５はプリンタ１０２の機能ブロック図（５００）である。プリンタ１０２は、無線Ｌ
ＡＮ通信制御部５１０、ＮＦＣ通信制御部５２０、サービス制御部５３０、印刷制御部５
４０を備える。
【００１９】
　無線ＬＡＮ通信制御部５１０は、無線ＬＡＮ通信部３０８を介した無線ＬＡＮ通信を制
御する処理部である。また無線ＬＡＮ通信制御部５１０は、無線ＬＡＮの端末として動作
するＳｔａｔｉｏｎ機能と、無線ＬＡＮの基地局として動作するＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐ
ｏｉｎｔ）機能を備える。ＮＦＣ通信制御部５２０はＮＦＣ通信部３０９を介したＮＦＣ
通信を制御する処理部である。サービス制御部５３０は、プリンタ１０２が無線ＬＡＮ通
信制御部５１０を介して外部機器に提供できるサービスの情報を管理し、サービスを実行
する処理部である。サービス制御部５３０では、サービス（例えば通信サービス）の識別
子やそれに対応するサービスの実行手順、サービスのオプション情報などをサービス情報
として管理する。なお本実施例のプリンタ１０２は「印刷サービスＡ」「印刷サービスＣ
」「印刷サービスＤ」という３種類のサービスが実行可能であるものとする。印刷制御部
５４０は、印刷処理部３１０による印刷処理を制御する機能部である。サービス制御部５
３０は、例えば、外部機器からの要求に応じて印刷制御部５４０を制御し、外部機器から
受信した印刷データを印刷する事が出来る。
【００２０】
　上述の構成を有する通信システムの動作ついて説明を行う。
【００２１】
　（第一の実施形態）
　図６、図７のフローチャートを参照して、第一の実施形態におけるデジタルカメラ１０
１およびプリンタ１０２の動作手順について説明する。
【００２２】
　図６のフローチャートは、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２とをユーザによる操
作により近接させた際のデジタルカメラ１０１の動作手順を示す。
【００２３】
　デジタルカメラ１０１のＮＦＣ通信制御部４２０は、プリンタ１０２のＮＦＣ通信部３
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０９の近接を検知すると、プリンタ１０２との間でＮＦＣによる通信を確立する（Ｓ６０
１）。
【００２４】
　次にデジタルカメラ１０１の制御部２０６は、プリンタ１０２との間で実行したいサー
ビスが決定しているかどうか判定を行う（Ｓ６０２）。本実施例では、実行したいサービ
スの決定は、操作部２０２により受付けたユーザ操作によって行われるものとする。
【００２５】
　Ｓ６０２の判定は、デジタルカメラ１０１でＮＦＣ通信開始までに行われたユーザ操作
によって変化するものとする。
【００２６】
　即ち、Ｓ６０２の判定は、デジタルカメラ１０１が実行するサービスが選択された状態
でプリンタ１０２とＮＦＣ通信部２１０を介して接続したか、実行するサービスが選択さ
れていない状態でＮＦＣ通信部２１０を介して接続したかで行われる。
【００２７】
　プリンタ１０２との間で実行したいサービスが決定している場合（Ｓ６０２でＹＥＳ）
、デジタルカメラ１０１はＮＦＣ通信を用いて当該サービスの実行可否を判定する（Ｓ６
０３～Ｓ６０５）。
【００２８】
　プリンタ１０２との間で実行したサービスが決定していない場合（Ｓ６０２でＮＯ）、
デジタルカメラ１０１はプリンタ１０２と無線ＬＡＮ通信で接続してから、無線ＬＡＮ通
信を用いて当該サービスの実行可否を判定する（Ｓ６１３～Ｓ６１７）。
【００２９】
　プリンタ１０２との間で実行したいサービスが決定している場合（Ｓ６０２でＹＥＳ）
、ＮＦＣ通信制御部４２０は、実行したいサービスの識別子情報を含むハンドオーバ要求
メッセージをＮＦＣ通信部２１０によりプリンタ１０２に送信する（Ｓ６０３）。
【００３０】
　ここでいうサービスの識別子とは、個々に仕様が規定されるサービスに一意に対応付け
られた整数値である。また、ハンドオーバ要求メッセージには、ＮＦＣとは異なる通信方
式により新たに接続するためにその接続に必要な接続パラメータを要求するためのメッセ
ージである。
【００３１】
　なお、ハンドオーバ要求メッセージにサービスの識別子の他にサービスの付属情報等を
含んでも良い。例えば、印刷したいファイルのエンコード形式、印刷用紙サイズ、印刷色
、両面印刷の有／無などの情報を付加して送信しても良い。
【００３２】
　また、上記ハンドオーバ要求メッセージには、サービスを実行する際に使用する無線通
信インタフェースの情報を含んでも良い。
【００３３】
　無線通信インタフェースの情報とは、ハンドオーバを希望する通信方式を示す情報であ
り、無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等を示す情報である。
【００３４】
　なお、本実施形態では、デジタルカメラ１０１は所望のサービスが「印刷サービスＡ」
で、所望の接続形態が無線ＬＡＮ、印刷したいファイル形式がＪＰＥＧであることを示す
情報を含めたハンドオーバ要求メッセージを送信するものとする。
【００３５】
　また、本実施形態において、上記ハンドオーバ要求メッセージとはＮＦＣ　Ｆｏｒｕｍ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎにて規定されるＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｕｑｅｓｔメッセージである。
【００３６】
　続いてＮＦＣ通信制御部４２０は、プリンタ１０２からＮＦＣ通信を介してハンドオー
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バ応答メッセージを受信し（Ｓ６０４）、メッセージ内容を解析する。本実施形態におい
て、応答メッセージはＮＦＣ　Ｆｏｒｕｍ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ　
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎにて規定されるＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｓ
ｅｌｅｃｔメッセージである。
【００３７】
　また、上記ハンドオーバ応答メッセージには、Ｓ６０３で送信したハンドオーバ要求メ
ッセージに含まれるサービスをプリンタ１０２で実行可能かどうかを示す情報が含まれる
。該応答メッセージでサービスが実行可能であるとされた場合（Ｓ６０５でＹＥＳ）、デ
ジタルカメラ１０１は同メッセージに含まれる無線ＬＡＮの接続パラメータに従って無線
ＬＡＮネットワークに接続する（Ｓ６０６）。
【００３８】
　なお、接続パラメータは、プリンタ１０２がアクセスポイントとして構築するネットワ
ークに接続するための情報である。接続パラメータには、ＳＳＩＤ、暗号鍵、暗号方式、
認証鍵、認証方式、パスフレーズ、プリンタ１０２のＭＡＣアドレスの全てもしくは少な
くともいずれかが含まれる。
【００３９】
　デジタルカメラ１０１の無線ＬＡＮ通信部２０９が取得した接続パラメータに基づいて
無線ＬＡＮネットワークに接続すると、サービス実行部４３０はＳ６０３で送信したサー
ビスの手順に従って、サービスを実行する（Ｓ６０７）。
【００４０】
　サービス実行部４３０は、取得した接続パラメータの無線ＬＡＮネットワークにおいて
、無線ＬＡＮ通信部３０８による通信によりサービスを実行する。
【００４１】
　デジタルカメラ１０１のサービス実行部４３０は、前記サービスの実行状態（実行中／
実行完了）の監視を実施する（Ｓ６０８）。
【００４２】
　前記サービスの実行の完了を認識した場合（Ｓ６０８でＹＥＳ）、デジタルカメラ１０
１は、現状の無線ＬＡＮ接続先（Ｓ６０６で接続した接続先）との接続の継続の必要性の
有無を判定（Ｓ６０９）する。
【００４３】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定するための条件（Ｓ６０９でＹＥＳ）として、本
実施形態では、前記サービスの識別子が“無線通信パラメータ設定サービス”を示す場合
としている。
【００４４】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定された場合はそのまま無線ＬＡＮの接続を維持す
る。一方、必要性がないと判定された場合（Ｓ６０９でＮＯ）、現状の無線ＬＡＮ通信路
を切断（Ｓ６１０）した後、無線ＬＡＮ通信部を初期状態（Ｓ６１１）に復帰させ、処理
を終了する。
【００４５】
　尚、無線ＬＡＮ通信部の初期状態は、本実施例ではハンドオーバメッセージに従った無
線ＬＡＮ接続（Ｓ６０６）の実施前の無線ＬＡＮ通信部の状態である。もし、その状態が
、自装置が無線ＬＡＮの端末装置として他の無線ＬＡＮの基地局に接続されている状態で
あったならば、初期状態として、その基地局に再度接続することになる。
【００４６】
　Ｓ６０４で受信した応答メッセージにおいて、ハンドオーバ要求メッセージに含まれる
サービスが実行不可であるとされた場合（Ｓ６０５でＮＯ）、サービス実行部４３０は印
刷処理に失敗した事を示すメッセージを表示部２０１に表示する（Ｓ６１２）。そして、
処理を終了する。
【００４７】
　なお、エラーの通知方法はメッセージ表示に限るものではなく、例えばデジタルカメラ
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１０１本体の振動や、音声、ＬＥＤライトの点灯等によってエラーを通知しても良い。
【００４８】
　一方デジタルカメラ１０１が実行するサービスを選択していない状態でプリンタ１０２
とＮＦＣ接続した場合（Ｓ６０２でＮＯ）、ＮＦＣ通信制御部４２０はサービス情報を含
めないで要求メッセージをＮＦＣ通信によりプリンタ１０２に送信する（Ｓ６１３）。
【００４９】
　続いて、ＮＦＣ通信制御部４２０は、プリンタ１０２からハンドオーバ応答メッセージ
を受信する（Ｓ６１４）。次に無線ＬＡＮ通信制御部４１０は、ハンドオーバ応答メッセ
ージに含まれる無線ＬＡＮの接続パラメータに従って無線ＬＡＮネットワークに接続する
（Ｓ６１５）。
【００５０】
　無線ＬＡＮネットワークへの接続が完了すると、無線ＬＡＮ通信制御部４１０は、無線
ＬＡＮネットワーク上でサービス検索処理を行い、ネットワーク上の通信装置がサポート
するサービスの情報を収集する（Ｓ６１６）。
【００５１】
　本サービス検索処理は、例えばＳＳＤＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）やｍＤＮＳ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ＤＮＳ）といった通信
プロトコルを用いて行われる。
【００５２】
　サービス実行部４３０は、Ｓ６１６の検索処理の結果において実行可能なサービスをサ
ポートする通信装置を発見出来た場合（Ｓ６１７でＹＥＳ）、当該サービスの選択処理を
行う（Ｓ６１８）。
【００５３】
　そして、サービス実行部４３０は、選択されたサービスを実行する（Ｓ６１９）。なお
、Ｓ６１８の選択処理は、例えばユーザがサービス名を選択することにより行われてもよ
いし、装置が自動的に選択してもよい。
【００５４】
　更に、サービス実行部４３０は、前記サービスの実行状態（実行中／実行完了）の監視
を実施する（Ｓ６２１）。
【００５５】
　また、Ｓ６１７の検索処理の結果実行可能なサービスをサポートする通信装置を発見出
来なかった場合（Ｓ６１７でＮＯ）、サービス実行部４３０は印刷処理に失敗した事を示
すメッセージを表示部２０１に表示する（Ｓ６２０）。
【００５６】
　そして、前記サービスの実行の完了を認識した場合（Ｓ６２１でＹＥＳ）、また前記実
行可能なサービスをサポートする通信装置を発見出来なかった場合、現状の無線ＬＡＮ接
続先（Ｓ６１５で接続した接続先）との接続の継続の必要性を判定（Ｓ６２２）する。
【００５７】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定された場合はそのまま無線ＬＡＮの接続を維持す
る。一方、必要性がないと判定された場合（Ｓ６２２でＮＯ）、現状の無線ＬＡＮ通信路
を切断（Ｓ６２３）した後、無線ＬＡＮ通信部を初期状態（Ｓ６２４）に復帰させ、処理
を終了する。
【００５８】
　尚、無線ＬＡＮ通信部の初期状態は、本実施例ではハンドオーバメッセージに従った無
線ＬＡＮ接続（Ｓ６１５）の実施前の無線ＬＡＮ通信部の状態である。
【００５９】
　なおＳ６０８と同様、エラーの通知方法はメッセージ表示に限るものではなく、例えば
デジタルカメラ１０１本体の振動や、音声、ＬＥＤライトの点灯等によってエラーを通知
しても良い。
【００６０】



(10) JP 6335466 B2 2018.5.30

10

20

30

40

50

　続いて、図７のフローチャートは、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２を近接させ
た際のプリンタ１０２の動作手順を示す。
【００６１】
　プリンタ１０２は、ＮＦＣ通信制御部５２０がデジタルカメラ１０１のＮＦＣ通信部２
１０の近接を検知すると、デジタルカメラ１０１との間でＮＦＣによる通信を確立する（
Ｓ７０１）。
【００６２】
　次にＮＦＣ通信制御部５２０は、デジタルカメラ１０１からのハンドオーバ要求メッセ
ージをＮＦＣ通信で受信する（Ｓ７０２）。
【００６３】
　受信したハンドオーバ要求メッセージにサービスの情報が含まれている場合（Ｓ７０３
でＹＥＳ）、サービス制御部５３０は当該サービスを自身が実行可能かどうか判定する（
Ｓ７０４）。
【００６４】
　当該サービスが実行可能ならば（Ｓ７０４でＹＥＳ）、ＮＦＣ通信制御部５２０はハン
ドオーバ応答メッセージに当該サービスが実行可能であることを示す情報を付加してデジ
タルカメラ１０１に送信する（Ｓ７０５）。
【００６５】
　また当該サービスが実行不能ならば（Ｓ７０４でＮＯ）、ＮＦＣ通信制御部５２０はハ
ンドオーバ応答メッセージに当該サービスが実行不能であることを示す情報を付加してデ
ジタルカメラ１０１に送信し（Ｓ７１２）、処理を終了する。
【００６６】
　また、受信したハンドオーバ要求メッセージにサービスの情報が含まれていない場合は
（Ｓ７０３でＮＯ）、ＮＦＣ通信制御部５２０は、サービスの実行可能／不能情報を含ま
ないハンドオーバ応答メッセージをデジタルカメラ１０１に送信する（Ｓ７１３）。
【００６７】
　またＮＦＣ通信制御部５２０は、Ｓ７０５、Ｓ７１３で送信するハンドオーバ応答メッ
セージにサービス実行時に使用する無線ＬＡＮネットワークの接続パラメータも含めて送
信する。
【００６８】
　続いて無線ＬＡＮ通信制御部５１０は、アクセスポイント機能を起動し、上記応答メッ
セージに含めた接続パラメータに対応する無線ＬＡＮネットワークを生成する（Ｓ７０６
）。
【００６９】
　さらにサービス制御部５３０は、自身がサポートする印刷サービスの待ち受けを開始す
る（Ｓ７０７）。もしＳ７０２で受信したハンドオーバ要求メッセージに印刷サービスの
情報が指定されているならば、プリンタ１０２は指定された印刷サービスの待ち受けを開
始する。
【００７０】
　もしＳ７０２で受信したハンドオーバ要求メッセージに印刷サービスの情報が指定され
ていないならば、プリンタ１０２は自身がサポートする全ての印刷サービスの待ち受け処
理を開始する。
【００７１】
　待ちうけを開始したサービスの情報はＳ７０６で作成した無線ＬＡＮネットワーク上に
通知され、当該無線ＬＡＮネットワーク上の他の通信装置から検索されるようになる。
【００７２】
　その後印刷制御部５４０は、デジタルカメラ１０１から画像データが送信されるとこれ
を受信して印刷する（Ｓ７０７～Ｓ７０８）。
【００７３】
　前記印刷サービスの実行の完了を認識した場合（Ｓ７０８でＹＥＳ）、また前記実行可
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能なサービスをサポートする通信装置を発見出来なかった場合、現状の無線ＬＡＮ接続先
（Ｓ６１５で接続した接続先）との接続の継続の必要性の有無を判定（Ｓ７０９）する。
【００７４】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定された場合はそのまま無線ＬＡＮの接続を維持す
る。一方、必要性がないと判定された場合（Ｓ７０９でＮＯ）、現状の無線ＬＡＮのＡＰ
としての動作を停止（Ｓ７１０）した後、無線ＬＡＮ通信部を初期状態（Ｓ７１１）に復
帰させ、処理を終了する。
【００７５】
　次に、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２との間の通信シーケンスの一例について
、図８を参照して詳述する。
【００７６】
　図８において、まずデジタルカメラ１０１とプリンタ１０２を近づけるユーザ操作に応
じて両者間でのＮＦＣ通信が確立される（Ｓ８０１）。
【００７７】
　次にデジタルカメラ１０１はハンドオーバ要求メッセージをプリンタ１０２にＮＦＣ通
信により送信する（Ｓ８０２）。
【００７８】
　該ハンドオーバ要求メッセージには、デジタルカメラ１０１が「印刷サービスＡ」を用
いて、無線ＬＡＮ通信でＪＰＥＧファイルを印刷したい旨を表す情報が付加される。
【００７９】
　プリンタ１０２は、受信したハンドオーバ要求メッセージに含まれるサービスの実行可
否情報と、自身が生成する無線ＬＡＮネットワークの接続パラメータを含めたハンドオー
バ応答メッセージをデジタルカメラ１０１にＮＦＣ通信により送信する（Ｓ８０３）。
【００８０】
　前述の通り、プリンタ１０２がサポートするサービスは「印刷サービスＡ」「印刷サー
ビスＣ」「印刷サービスＤ」なので、ここではサービスが実行可能であることを表す情報
を含めて該メッセージをＮＦＣ通信により送信する。
【００８１】
　続いてプリンタ１０２は、アクセスポイント機能を起動して、Ｓ８０３で送信した接続
パラメータに対応する無線ＬＡＮネットワークを生成する（Ｓ８０４）。
【００８２】
　さらにプリンタ１０２は、「印刷サービスＡ」による印刷サービスの待ち受け処理を開
始する（Ｓ８０５）。
【００８３】
　一方、デジタルカメラ１０１は、無線ＬＡＮ通信部３０８を起動し、受信した接続パラ
メータに対応する無線ＬＡＮネットワークを検索して接続する（Ｓ８０６）。
【００８４】
　無線ＬＡＮネットワークへの接続が完了すると、デジタルカメラ１０１は印刷サービス
Ａの手順に従って印刷したい画像データをプリンタ１０２に送信する（Ｓ８０７）。画像
データの送信は無線ＬＡＮネットワークを介して行われる。
【００８５】
　プリンタ１０２は、受信した画像データを印刷する（Ｓ８０８）。
【００８６】
　前記画像データの印刷（Ｓ８０８）が完了した後、無線ＬＡＮ通信路の保持要否の判定
を行う。この例では、実施対象のサービスに“無線通信パラメータ設定サービス”を示す
識別子情報がないので、保持不要と判断して無線ＬＡＮ通信路を解放（Ｓ８０９）する（
無線ＬＡＮの接続を切断する）。
【００８７】
　なお、上記実施例では、デジタルカメラ１０１からプリンタ１０２に送信するハンドオ
ーバ要求メッセージには１つのサービス情報のみを含んでいるが、本発明はこれを制限す
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るものでは無く、複数のサービス情報が含まれても構わない。
【００８８】
　例えばハンドオーバ要求メッセージに複数のサービス情報と、全てのサービスの実行を
要求するのか（ＡＮＤの条件）、いずれかのサービスのみ実行出来ればよいのか（ＯＲの
条件）、を表す情報を更に付加して送るとしても良い。
【００８９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ハンドオーバリクエストメッセージにサー
ビス情報を付加するので、ハンドオーバ前に装置間でサービスの情報を共有することがで
きる。
【００９０】
　また、ハンドオーバ前にサービス情報を装置間で共有するので、通信相手が所望のサー
ビスに対応していない場合、無駄になってしまうハンドオーバ処理を抑制することができ
る。
【００９１】
　更に、前記所望のサービスの種別内で“無線通信パラメータ設定サービス”の有無を基
に、ハンドオーバによって設定した無線接続が、恒久的な接続か、一時的な接続かの判定
を行なうので、サービス実行完了後、ハンドオーバ先の無線通信路を適切に制御できる。
【００９２】
　したがって、必要な場合のみＮＦＣから無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
へのハンドオーバを行い、機器連携サービスを実行し、サービスの実行完了後は、ＮＦＣ
通信開始前の状態に自動復帰する処理を実施することができる。
【００９３】
　（第二の実施形態）
　上記第一の実施形態においては、ＮＦＣ通信を用いて実施するサービスの情報を共有す
る方法として、サービスを利用する装置が利用可能なサービスを、サービスを提供する装
置に送信する方法を例示した。
【００９４】
　以下では第二の実施形態として、サービスを提供する装置が、自身がサポートするサー
ビスの情報を利用装置に送信することで、実施するサービスの情報を合意する方法につい
て例示する。
【００９５】
　なお、本実施形態における通信システムの構成は第１実施形態と同一であるため、説明
は省略する。以下図９から図１１を参照して本実施形態における通信システムの動作の詳
細を説明する。
【００９６】
　図９のフローチャートは、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２を近接させた際のデ
ジタルカメラ１０１の動作手順を示す。
【００９７】
　デジタルカメラ１０１のＮＦＣ通信制御部４２０は、プリンタ１０２のＮＦＣ通信部３
０９の近接を検知すると、プリンタ１０２との間でＮＦＣによる通信を確立する（Ｓ９０
１）。
【００９８】
　続いてＮＦＣ通信制御部４２０は、プリンタ１０２からＮＦＣ通信を介してハンドオー
バ要求メッセージを受信し（Ｓ９０２）、メッセージ内容を解析する。上記ハンドオーバ
要求メッセージには、プリンタ１０２がサポートするサービスの識別子と付加情報が含ま
れる。
【００９９】
　ＮＦＣ通信制御部４２０は、受信したハンドオーバ要求メッセージに自身が実行したい
サービスの情報が含まれている場合（Ｓ９０３でＹＥＳ）、応答メッセージに通知された
サービスを実行する事を表す情報を含めてプリンタ１０２に送信する（Ｓ９０４）。
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【０１００】
　また、デジタルカメラ１０１は上記応答メッセージにサービス実行時に使用する無線Ｌ
ＡＮネットワークの接続パラメータも含めて送信する。
【０１０１】
　続いてデジタルカメラ１０１は無線ＬＡＮ通信制御部４１０によってアクセスポイント
機能を起動し、上記応答メッセージに含めた接続パラメータに対応する無線ＬＡＮネット
ワークを生成する（Ｓ９０５）。
【０１０２】
　当該無線ＬＡＮネットワークにプリンタ１０２が接続するのを待って、デジタルカメラ
１０１はＳ９０２で受信したサービスの中で所望するサービスの手順に従って、印刷する
画像データをプリンタ１０２に送信する（Ｓ９０６、Ｓ９０７）。
【０１０３】
　前記サービスの実行の完了を認識した場合（Ｓ９０７でＹＥＳ）、デジタルカメラ１０
１は、現状の無線ＬＡＮ接続先（Ｓ９０５で接続した接続先）との接続の継続の必要性の
有無を判定（Ｓ９０８）する。
【０１０４】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定するための条件（Ｓ９０８でＹＥＳ）として、本
実施形態では、前記サービスの識別子が“無線通信パラメータ設定サービス”を示す場合
としている。
【０１０５】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定された場合はそのまま無線ＬＡＮの接続を維持す
る。一方、必要性がないと判定された場合（Ｓ９０８でＮＯ）、現状の無線ＬＡＮ通信路
を切断（Ｓ９０９）した後、無線ＬＡＮ通信部を初期状態（Ｓ９１０）に復帰させ、処理
を終了する。
【０１０６】
　尚、無線ＬＡＮ通信部の初期状態は、本実施例ではハンドオーバメッセージに従った無
線ＬＡＮ接続（Ｓ９０５）の実施前の無線ＬＡＮ通信部の状態である。もし、その状態が
、自装置が無線ＬＡＮの端末装置として他の無線ＬＡＮの基地局に接続されている状態で
あったならば、初期状態として、その基地局に再度接続することになる。
【０１０７】
　また、上記ハンドオーバ要求メッセージに所望のサービスが含まれていない場合（Ｓ９
０３でＮＯ）、デジタルカメラ１０１はサービスを実行しない事を表す情報を含めた応答
メッセージをプリンタ１０２に送信する（Ｓ９１１）。そして、デジタルカメラ１０１は
エラー情報を表示し、処理を終了する（Ｓ９１２）。
【０１０８】
　図１０のフローチャートは、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２を近接させた際の
プリンタ１０２の動作手順を示す。
【０１０９】
　プリンタ１０２のＮＦＣ通信制御部５２０がデジタルカメラ１０１のＮＦＣ通信部２１
０の近接を検知すると、デジタルカメラ１０１との間でＮＦＣによる通信を確立する（Ｓ
１００１）。
【０１１０】
　次にＮＦＣ通信制御部５２０は、自身がサポートするサービスの識別子情報を含むハン
ドオーバ要求メッセージをＮＦＣ通信によりデジタルカメラ１０１に送信する（Ｓ１００
２）。
【０１１１】
　前述の通り、本実施例においてプリンタ１０２は「印刷サービスＡ」「印刷サービスＣ
」「印刷サービスＤ」の３つの印刷サービスをサポートする。
【０１１２】
　したがって、上記ハンドオーバ要求メッセージにはこの３つのサービス情報を含める。
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【０１１３】
　続いてＮＦＣ通信制御部５２０は、デジタルカメラ１０１からＮＦＣ通信を介して応答
メッセージを受信し（Ｓ１００３）、メッセージ内容を解析する。
【０１１４】
　受信した応答メッセージにデジタルカメラ１０１がサービスを実行する旨の情報が含ま
れている場合（Ｓ１００４でＹＥＳ）、無線ＬＡＮ通信制御部５１０は応答メッセージに
含まれる接続パラメータに従って無線ＬＡＮネットワークに接続する（Ｓ１００５）。
【０１１５】
　無線ＬＡＮネットワークへの接続が完了すると、印刷制御部５４０は、Ｓ１００２で送
信した印刷サービスの待ち受けを開始し（Ｓ１００６）、デジタルカメラ１０１から送信
される画像データを受信して印刷する（Ｓ１００７、Ｓ１００８）。
【０１１６】
　前記印刷サービスの実行の完了を認識した場合（Ｓ１００８でＹＥＳ）、デジタルカメ
ラ１０１は、現状の無線ＬＡＮ接続先（Ｓ１００５で接続した接続先）との接続の継続の
必要性の有無を判定（Ｓ１００９）する。
【０１１７】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定するための条件（Ｓ１００９でＹＥＳ）として、
本実施形態では、前記サービスの識別子が“無線通信パラメータ設定サービス”を示す場
合としている。
【０１１８】
　前記接続の継続の必要性が有ると判定された場合はそのまま無線ＬＡＮの接続を維持す
る。一方、必要性がないと判定された場合（Ｓ１００９でＮＯ）、現状の無線ＬＡＮ通信
路を切断（Ｓ１０１０）した後、無線ＬＡＮ通信部を初期状態（Ｓ１０１１）に復帰させ
、処理を終了する。
【０１１９】
　また、受信した応答メッセージにデジタルカメラ１０１がサービスを実行しない旨の情
報が含まれている場合（Ｓ１００４でＮＯ）、プリンタ１０２は無線ＬＡＮにハンドオー
バすることなく処理を終了する。
【０１２０】
　次に、上記のデジタルカメラ１０１とプリンタ１０２との間の通信シーケンスの一例に
ついて、図１１を参照して詳述する。
【０１２１】
　まずデジタルカメラ１０１とプリンタ１０２を近接させることにより（非図示）、両者
間でのＮＦＣ通信が確立される（Ｓ１１０１）。次にプリンタ１０２はハンドオーバ要求
メッセージをデジタルカメラ１０１に送信する（Ｓ１１０２）。
【０１２２】
　該要求メッセージには、プリンタ１０２が「印刷サービスＡ」「印刷サービスＣ」「印
刷サービスＤ」をサポートしていることを示す情報が付加される。
【０１２３】
　また、「印刷サービスＡ」「印刷サービスＣ」ではＪＰＥＧ、「印刷サービスＤ」では
ＰＤＦとＴＩＦＦ形式のファイル印刷が行える旨を表す情報が付加される。
【０１２４】
　また同様に、該要求メッセージには、それぞれの印刷サービスが無線ＬＡＮ通信を用い
て実行可能であることを表す情報が付加される。
【０１２５】
　ハンドオーバ要求メッセージを受信したデジタルカメラ１０１は、Ｓ１１０２で通知さ
れたサービスを実行する事を表す情報を付加したハンドオーバ応答メッセージをプリンタ
１０２に送信する（Ｓ１１０３）。
【０１２６】
　また、該応答メッセージには、デジタルカメラ１０１が生成する無線ＬＡＮネットワー
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クの接続パラメータが含まれる。
【０１２７】
　続いてデジタルカメラ１０１はアクセスポイント機能を起動して、Ｓ１１０３で送信し
た無線ＬＡＮネットワーク情報に一致する無線ＬＡＮネットワークを生成し（Ｓ１１０４
）、プリンタ１０２の接続を待ちうける。
【０１２８】
　Ｓ１１０３を受信したプリンタ１０２は、当該メッセージに含まれる無線ＬＡＮネット
ワークを検索して接続する（Ｓ１１０５）。
【０１２９】
　無線ＬＡＮネットワークへの接続が完了すると、プリンタ１０２は「印刷サービスＡ」
「印刷サービスＣ」「印刷サービスＤ」による印刷サービスの待ち受け処理を開始する（
Ｓ１１０６）。
【０１３０】
　デジタルカメラ１０１はプリンタ１０２が無線ＬＡＮネットワークに接続したことを検
知すると（Ｓ１１０５）、印刷サービスＡの手順に従って印刷したい画像データをプリン
タ１０２に送信する（Ｓ１１０７）。
【０１３１】
　プリンタ１０２は、受信した画像データを印刷する（Ｓ１１０８）。
【０１３２】
　前記画像データの印刷（Ｓ１１０８）が完了した後、無線ＬＡＮ通信路の保持要否の判
定を行う。この例では、実施対象のサービスに“無線通信パラメータ設定サービス”を示
す識別子情報がないので、保持不要と判断して無線ＬＡＮ通信路を解放（Ｓ１１０９）す
る（無線ＬＡＮの接続を切断する）。
【０１３３】
　なお、上記実施例では、デジタルカメラ１０１からプリンタ１０２に送信するハンドオ
ーバ要求メッセージには１つのサービス情報のみを含んでいるが、本発明はこれを制限す
るものでは無く、複数のサービス情報が含まれても構わない。
【０１３４】
　例えばハンドオーバ要求メッセージに複数のサービス情報と、全てのサービスの実行を
要求するのか（ＡＮＤの条件）、いずれかのサービスのみ実行出来ればよいのか（ＯＲの
条件）、を表す情報を更に付加して送るとしても良い。
【０１３５】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ハンドオーバリクエストメッセージに提供
可能なサービス情報を付加するので、ハンドオーバ前に装置間でサービスの情報を共有す
ることができる。また、ハンドオーバ前にサービス情報を装置間で共有するので、通信相
手が所望のサービスに対応していない場合、無駄になってしまうハンドオーバ処理を抑制
することができる。
【０１３６】
　更に、ハンドオーバによって設定した無線接続が、恒久的な接続か、一時的な接続かの
判定を行なうので、サービス実行完了後、ハンドオーバ先の無線通信路を適切に制御でき
る。
【０１３７】
　したがって、必要な場合のみＮＦＣから無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）
へのハンドオーバを行い、機器連携サービスを実行し、サービスの実行完了後は、ＮＦＣ
通信開始前の状態に自動復帰する処理を実施することができる。
【０１３８】
　なお、上述の実施形態は一例に過ぎず、本発明は、明細書及び図面に示す実施形態に限
定することなく、その要旨を変更しない範囲内で変形して実施できるものである。
【０１３９】
　なお、上述の実施形態においては、ＮＦＣからハンドオーバする無線通信方式を無線Ｌ
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ＡＮとして説明したが、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）による通信にハンドオー
バするものとしても良い。
【０１４０】
　また、上述の実施形態においては、どちらかの通信装置がアクセスポイントとなって、
アクセスポイントとなる通信装置が接続パラメータを送信することで無線ＬＡＮ通信を行
う方法を例示した。しかしながら、外部アクセスポイントを介して通信を行うものとして
も良いし、アドホックモードによる通信を行うものとしても良い。また、通信装置間でＷ
ｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔによる接続手順を行って無線ＬＡＮ通信を行うとしても良い。
【０１４１】
　また、上述の実施形態においては、デジタルカメラ１０１とプリンタ１０２のシステム
構成で説明したが、別の機器を用いて上記の処理を行ってもよい。例えば、通信装置の別
の例として、ＰＣやＰＤＡ、スマートフォンやタブレット端末等の機器や、スキャナ、Ｍ
ＦＰ、ＦＡＸ等の機器であってもよいし、デジタル家電やＡＶ機器等の装置であってもよ
い。さらには通信装置間で送受信されるサービスの情報も印刷に関するサービスに限るも
のではなくてよい。例えば画像送信サービス、動画再生サービス、画像スキャンサービス
などのサービスに関する情報を送受信するものとしても良い。また、これらのサービスの
複数をまとめて送受信しても良い。
【０１４２】
　また、上述の実施形態においては、サービスの実行終了（正常な終了）を契機に、ハン
ドオーバによって設定した無線接続が、恒久的な接続か、一時的な接続かの判定を行なう
としたが、本発明はこれを限定するものではない。例えばサービスの実行失敗（プリンタ
の紙詰まりや、処理対象ファイルファイルが見つからない等）、つまり、ハンドオーバ先
の無線通信媒体を用いて有意なデータ通信が実施されない状況で判定を行えば同様の効果
が得られる。
【０１４３】
　また、ハンドオーバ先の無線媒体の無線通信路解放後の処理として、本実施形態ではハ
ンドオーバ処理開始前の無線インタフェースの状態に復帰するものとしたが、本発明はこ
れを限定するものではない。即ち、デフォルト接続先の無線ＬＡＮのＡＰへの接続、省電
力動作モード（間欠送受信モード、無線インタフェース停止等）への移行等、省電力、ネ
ットワークアクセスへの即応性等の観点から更に有効な接続先への接続切換であればよい
。
【０１４４】
　また、上述の実施形態においては、ハンドオーバ要求メッセージに含まれるサービスが
実行されない事を通知するために、サービスが実行されない事を表す情報をハンドオーバ
応答メッセージに含めるとしたが、本発明はこれを限定するものではない。即ち、ハンド
オーバ要求メッセージを送信した通信装置が、該要求メッセージに含めたサービスが受信
側で実行されないことが検知できる方法であればよい。例えば、ハンドオーバ応答メッセ
ージを送信しないことをもって通知するとしても良いし、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｓｅｌｅｃ
ｔとは異なるメッセージを送信することで通知するとしても良い。
【０１４５】
　また、上述の実施形態においては、ＮＦＣ通信で送受信するサービスの識別子はサービ
スに一意に対応付けられた整数値であるとしたが、例えばサービスの名称のような文字列
情報であっても構わない。さらには複数のサービスの組に対応付けられるような識別情報
であっても構わない。
【０１４６】
　また、上述の実施形態では、ハンドオーバ要求メッセージには自装置が実行可能なサー
ビスを含める構成としたが、それ以外のサービス（自身が実行不可能なサービス）の情報
も、要求メッセージに含めてもよい。
【０１４７】
　また、上述の実施形態では、ＮＦＣから他の通信方式にハンドオーバする例を説明した
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が、ＮＦＣに代えて、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の別の通信装置から無線
ＬＡＮ等の通信方式にハンドオーバするようにしても良い。即ち、第１の通信方式から第
２の通信方式にハンドオーバするにあたって、第１の通信方式や第２の通信方式には、Ｎ
ＦＣ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮに限らず、様々な通信方式が適用可
能である。このとき、第１の通信方式は第２の通信方式と比べて近距離での無線通信であ
り、第２の通信方式は第１の通信方式と比べてより高速な無線通信であることが望ましい
。
【０１４８】
　（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】 【図２】
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